
ゴールデンウィーク期間中の営業時間のご案内
当事務所は下記期間を休業とさせていただきます。
　2019年4月28日（日）～2019年5月6日（月）
 

ご不便をお掛け致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2019年4月27日(土)は15時まで、5月7日（土）は9時から、平常通り営業しております。

朝型生活
最近は，すっかり朝型生活になり，早い時には，朝５時半に起きます。
というより，起こされます。
我が家の愛犬は，日が昇り，カーテンの隙間から朝日が入ってくると起きるようです。
起きると吠え出すため，とても寝てられず私も起きてしまいます。
おかげさまで朝型生活になり，朝の時間を有意義に利用できます。

それはいいのですが，このままでは，夏に近づくにつれ，日の出の時間が早くなるごとに私の起きる時間もどんどん早くなってしまいそう
です。
さすがにこれ以上早く起きるのはつらいので，その前に何とかしないと思っていますが，なかなか吠えるのをやめてくれず。
どうしたものかと頭を悩ませています。

弁護士　鈴木　満

 

 

 

https://saitamasogo.jp/archives/85582
https://saitamasogo.jp/archives/84568


4/20　日弁連シンポジウム「若者の自立を保障する社会へ～
すべての若者が未来に希望を抱くことができる社会保障の実現～」
日弁連が「若者のための社会保障・財政」の実現に向けた方策を皆様と共に考えるシンポジウムを開催します。

日弁連は２０１８年１０月３日に青森市で開催した第６１回人権擁護大会シンポジウム第３分科会「日本の社会保障の崩壊と再生－若者に
未来を－」において、スウェーデンや日本各地の若者から、若者が現在置かれている状況を伺い、翌４日には「若者が未来に希望を抱くこ
とができる社会の実現を求める決議」を採択し、若者が未来に希望を抱くことができる社会保障制度の実現に向けて取り組むことを決意し
ました。

本シンポジウムでは、これらの若者の自立を支援する団体の方々や支援を受けた若者に参加いただき、「若者のための社会保障・財政」の
実現に向けた方策を皆様と共に考えたいと思います。
ぜひご参加ください！

詳しくは、下記の日弁連のホームページをご参照ください。
日本弁護士連合会ホームページ

日　時　：２０１９年４月２０日（土）　１３時００分～１６時００分（開場１２時３０分予定）

場　所　：弁護士会館２階講堂「クレオ」A　→　会場地図
（千代田区霞が関１－１－３　地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」Ｂ１－b出口）

参加費　：無料

参加対象：どなたでもご参加いただけます。

内　容　：プログラム（予定）

◆「日弁連からのプレゼンテーション」
・日弁連貧困問題対策本部委員

◆講演「若者の自立を保障する社会を目指して」
・宮本 みち子 氏（放送大学客員教授、千葉大学名誉教授）

◆パネルディスカッション
テーマ「若者の自立のための施策・財政支出」
【パネリスト】
・宮本 みち子 氏（放送大学客員教授、千葉大学名誉教授）
・佐藤 洋作 氏（文化学習協同ネットワーク代表理事）

https://saitamasogo.jp/archives/84508
https://saitamasogo.jp/archives/84508
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2019/190420_2.html
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/map.html


・高橋 亜美 氏（アフターケア相談所ゆずりは所長）
・村尾 政樹 氏（公益財団法人あすのば事務局長）

申込方法：事前申込不要（当日会場にお越しください）

主　催　：日本弁護士連合会

お問合せ：日本弁護士連合会人権部人権第一課
ＴＥＬ　０３－３５８０－９５０１

チラシはこちらから

個人情報取り扱いについての記載：
日本弁護士連合会では、本シンポジウムの内容を記録し、また、成果普及に利用するため、会場での写真・映像撮影および録音を行ってお
ります。撮影した写真・映像および録音した内容は、日弁連の会員向けの書籍のほか、日弁連のホームページ、パンフレット、一般向けの
書籍等にも使用させていただくことがあります。また、報道機関による取材が行われる場合、撮影された映像・画像はテレビ、新聞等の各
種媒体において利用されることがあります。撮影をされたくない方は、当日、担当者にお申し出ください。

幸福の木（ドラセナ）の花
事務所の受付に幸福の木（ドラセナ）が置いてあります。
移転する前の事務所からいたので、8年以上は経過しています。

その幸福の木が初めて花を咲かせました。
花を咲かせるのは、5年、10年に一度などとても珍しいことのようです。

幸福の木が花を咲かせること自体知らなかったので、毎日伸びる茎や蕾の成長を見ては顔をほころばせていました。

幸福の木には、いくつかの花言葉があるそうです。
「幸福」「隠し切れない幸せ」

事務所にいらっしゃる方も、所内で働いている方も、幸福の木の花言葉を感じるような素敵な事があるといいなと思った出来事でした。

ちなみにですが、事務所内にひっそりと置いてある植物（恐らくジャノヒゲ（リュウノヒゲ）だと思います…違っていたらごめんなさい。）
も花を咲かせました。

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2019/04/event_190420_2.pdf
https://saitamasogo.jp/archives/84503


⇒ジャノヒゲ（リュウノヒゲ）ではなく、「折り鶴蘭」でした。教えて頂いた方に感謝いたします。ありがとうございます。

事務局　Ｏ

 

 

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2019/03/IMG_4653.jpg


卒業
卒業シーズンですね。
ウチも下の子が上の子と同じ保育園に入れることになったため、今の保育園を卒園することになりました。
短くはありましたが、小さな保育園で人数も少なかったので、保育士さんたちが家庭的な雰囲気の中で、子どもひとりひとりとじっくりと
向き合い、
成長を見守ってくれていたので、今とても寂しい気持ちになっています。

きっと、子どもは親の心配や不安をよそに、めまぐるしい環境の変化にもすぐ慣れ、臆すことなく新しいことにどんどんチャレンジしてい
くのでしょうが、
親は気持ちがついていかず、足踏みをしてしまっています。

・・・なんて、浸っている間はなく、新しい保育園のために縫い物や溜まった名前付けをやらなくては。
まもなく年号も変わることですし、今年度は私も新しいことにたくさんチャレンジしたいと思います。

弁護士　南木　ゆう

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2019/03/IMG_4813.jpg
https://saitamasogo.jp/archives/84492


 

 

 

週刊朝日に、弁護士　佐渡島　啓のコメントが掲載されました
（宮川選手のパワハラ告発に対する体操協会の対処に関する記事）
 

週刊朝日2019年3月29日増大号、ワイド特集ページ（26ページ）に、「宮川選手が反省文を提出させられた問題点、第三者委員会
のメンバー選出の問題点」について、労働問題を多数抱える弁護士として、佐渡島　啓のコメントが掲載されました。

冬空
寒さも大分緩んできてサクラの開花も近くなりました。少し前の時期の情景です。

今年の冬は記録的に雨が少ない冬でした。
冬空が透き通った早朝、目が覚めても未だウトウトして横になっている至福のとき、窓のカーテン越しの東の空に月光と見間違えるかのよ
うな、光り輝く星が見えます。
「明けの明星・金星」です。その左下方向にはそれに従うようにやや輝きが少ない星も見え、「木星（土星？）」のようだそうです。
その日の空気によっても輝きが違うようにも見えますが、寒い朝に、フトンの中から眺める明星は、何と言うか、己の不浄な心が洗われる
ような気分になります。
連日遅くまで不摂生な生活を送っている「諸君」には無縁な情景かと思いますが、たまには早起きして東の空を見るのもお勧めです。

あ、そのような不届き者はもう我が事務所にはいませんか。

弁護士　梶山　敏雄

https://saitamasogo.jp/archives/75021
https://saitamasogo.jp/archives/75021
https://saitamasogo.jp/sadoshimakei
https://saitamasogo.jp/archives/75014


 

近くのパン屋さん
自宅（浦和仲町）の近くにおいしいパン屋さんができました。
サンドウィッチが絶品です。
店内でも食べられます。
本日のコーヒーも絶品です。
お店に居る短い間でも、続々とお客さんが来店してきます。
やはり、おいしいパン屋さんは人気ですね。

日曜日の午前中、私が、ゆったりできるひと時です。

弁護士　伊須　慎一郎

 

8/28（水）かわごえ憲法塾のお知らせ
憲法から『人としての権利』を考えられる連続講座【かわごえ憲法塾】第９期が４月１０日開講されます。
４月・６月・８月・１０月の第二水曜日に開催予定ですが、８月の講師は当事務所の伊須慎一郎弁護士です。
是非、ご参加ください。

◆テーマ
働き方（過労死、非正規問題）と人権

◆日時
２０１９年８月２８日（水）午後６時半～８時半）

◆講師
伊須慎一郎弁護士

https://saitamasogo.jp/archives/75005
https://saitamasogo.jp/archives/74996
https://saitamasogo.jp/isushinichiro
https://saitamasogo.jp/isushinichiro


◆会場
小江戸蔵里ギャラリー←クリックすると地図が出ます

◆参加費
５００円（資料代）

◆主催
かわごえ「憲法塾」

◆後援
川越市・川越市教育委員会

 

 

https://www.machikawa.co.jp/access


かわごえ憲法塾（PDF）

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2019/03/kenpoujuku-1.png
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2019/03/kenpoujuku.pdf


 

「本書の願い」（辻内,増田編著「フクシマの医療人類学」遠見
書房）
「フクシマの医療人類学」の著者、辻内さんの「本書の願い」をご紹介させていただきます。（弁護士　猪股　正）

本書を通じて、
世界のどこの地域においても、
原発事故災害がひとたび起きれば、
どれほどの被害がその地域にもたらされ、
どれほどの苦悩や不幸に
住民達が曝されるのかを、

「情緒」と「知性」
の双方で感じ取ってもらえることを
目指している。

ものごとの変革には、
「怒り、悲しみ、憤り」といった情感が
激しく揺り動かされることが
必須だと筆者は考えている。

感情が動くことで、
自分も何かしなければならないと
モチベーションに火が付き、
その後に問題解決に向けた
知性が動員されるのである。

過酷な現実から立ち上がろうとする
人々の力強い意志と行動は、
読む者に勇気と希望を与えてくれる。
自分自身が原発事故災害に合い、

https://saitamasogo.jp/archives/74956
https://saitamasogo.jp/archives/74956
https://honto.jp/netstore/pd-book_29502596.html


数え切れないものを失いながら、
何がそこまでの活動の原資となっているのだろうか。

彼らの生き様は
ある意味で私達にとっての師匠であり、
苦しみを生き抜く術は
私達にとって生きた教科書なのではないだろうか。

原発事故に関心のある方もない方も、
是非本書を手に取り、
原発事故災害について
理解を深めていただければ幸いである。

理解することによって
差別や偏見を無くしていき、
私達が二度と同じ過ちを起こさないように、
今後の社会作りに
参画していっていただければと願う。

辻内琢也（早稲田大学人間科学学術院教授）




